
27・10・13

 ◆◆各種審議会等の開催日程◆◆ ※　保育あり（要事前申込）
問合先内　容ところと　き名　称

企画政策課企画政策係
（☎０４２−３８７−９８００）

第４次基本構想・後期基本計画の策
定等について

市民会館・萌え木
ホールＡ会議室

１０月５日（月）
１８：００〜第８回長期計画審議会

企画政策課企画政策係
（☎０４２−３８７−９８００）

人口ビジョン（素案）の検討につい
て

前原暫定集会施設
１階Ａ会議室

１０月６日（火）
１８：００〜

第２回まち・ひと・しごと
創生総合戦略等検討委員会

児童青少年課児童青少年係
（☎０４２−３８７−９８４７）

専門委員会による青少年問題に関す
る協議

市役所西庁舎２階
第五会議室

１０月９日（金）
１０：００〜

第１回青少年問題協議会専
門委員会

土地開発公社事務局
（☎０４２−３８７−９８５１）資産（土地）の取得について　ほか市役所本庁舎３階

第一会議室
１０月１６日（金）
１４：００〜

第３回土地開発公社評議員
会

子ども家庭支援センター
（☎０４２−３２１−３１６１）

子ども家庭支援センターの運営につ
いて

保健センター１階
大会議室

１０月２０日（火）
１０：００〜

子ども家庭支援センター運
営協議会（※）

保育課保育係
（☎０４２−３８７−９８４６）

保育所の設置主体に応じた現状分析
および管理運営等の在り方について

市役所第二庁舎８
階８０１会議室

１０月２１日（水）
１９：３０〜保育検討協議会（※）

都市計画課都市計画係
（☎０４２−３８７−９８５９）

小金井都市計画生産緑地地区の変更
について

市役所本庁舎３階
第一会議室

１０月２２日（木）
１０：００〜第２回都市計画審議会

　
　

月
１
日
を
基
準
日
と
す
る
国

１０
勢
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

９
月　

日
～　

日
の
イ
ン
タ
ー

１０

２０

ネ
ッ
ト
回
答
期
間
中
に
ご
回
答
の

な
か
っ
た
世
帯
を
対
象
に
、
９
月

下
旬
か
ら
「
紙
の
調
査
票
」
を
配

布
し
て
い
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
を
し
て

い
な
い
世
帯
で
、　

月
１
日
現

１０

在
、
「
紙
の
調
査
票
」
が
届
い
て

い
な
い
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　

調
査
票
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

【
郵
送
に
よ
る
提
出
】

　

調
査
票
と
一
緒
に
お
渡
し
し
た

封
筒
に
封
入
し
、　

月
７
日
ま
で

１０

に
、
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

【
調
査
員
に
よ
る
回
収
】

　

調
査
票
配
布
時
に
調
査
員
と
約

束
し
た
日
時
に
、
調
査
員
が
回
収

に
伺
い
ま
す
。
新
た
に
回
収
を
希

望
す
る
場
合
や
日
時
を
変
更
し
た

い
と
き
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

総
務
課
国
勢
調
査
担
当

（
☎　

儿　

儿
１
２
１
５
＝
午
前

０４２

３８３

９
時
～
午
後
８
時
）

 　

都
水
道
局
で
は
史
跡
玉
川
上
水

整
備
活
用
計
画
に
基
づ
き
、
水

路
・
の
り
面
の
保
全
等
の
た
め
玉

川
上
水
両
岸
の
樹
木
の
せ
ん
定
・

伐
採
等
の
作
業
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
と
都
教
育
委
員
会

は
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
関
野
橋

か
ら
梶
野
橋
間
の
名
勝
小
金
井

（
サ
ク
ラ
）
の
並
木
に
ヤ
マ
ザ
ク

ラ
の
補
植
を
実
施
し
ま
す
。

　

実
施
に
先
立
ち
、
昨
年
度
の
作

業
報
告
と
、
今
年
度
の
作
業
の
予

定
に
つ
い
て
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。 史

跡
玉
川
上
水
お
よ
び

名
勝
小
金
井
（
サ
ク
ラ
）

整
備
・
活
用
の
た
め
の

作
業
説
明
会

と　

き　
　

月　

日
（
水
）
午
後

１０

１４

６
時
～
７
時　

分
３０

と
こ
ろ　

公
民
館
緑
分
館
学
習
室

申
込
方
法　

当
日
直
接
会
場
へ
。

問
合
先　

生
涯
学
習
課
文
化
財
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
７
９
）

０４２

３８７

 　

平
成　

年
度
の
固
定
資
産
の
評

３０

価
替
え
に
向
け
て
、
用
途
地
区
や

状
況
類
似
地
域
の
内
容
確
認
お
よ

び
道
路
等
の
状
況
を
把
握
す
る
た

め
、　

月
か
ら
平
成　

年　

月
末

１０

２８

１２

ま
で
現
況
調
査
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
調
査
は
、
市
か
ら
委
託
を

受
け
、
身
分
証
を
携
帯
し
た
調
査

員
が
行
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　

資
産
税
課
土
地
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
１
）

０４２

３８７

 　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
次

２８

土
地
現
況
調
査
に

ご
協
力
を

私
道
部
分
の
非
課
税
扱
い

の
申
請
を

の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
私
道

を
所
有
す
る
方
は
、
申
請
に
よ
っ

て
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が

平
成　

年
度
以
降
非
課
税
扱
い
と

２８

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
分
筆
し
て
道
路
と
な
っ

て
い
る
場
合
や
、
す
で
に
非
課
税

と
な
っ
て
い
る
私
道
は
、
申
請
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
非
課
税
の
条
件
】

▽　

使
用
上
の
制
約
を
設
け
ず
、

不
特
定
多
数
の
方
が
利
用
し
て

い
る
こ
と

▽　

幅
員
が
１
・
８
㍍
以
上
で
あ

る
こ
と

▽　

起
点
・
終
点
が
公
道
に
接
し

て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
行
き
止

ま
り
の
私
道
の
場
合
（
幅
員
４

㍍
以
上
）
、
２
棟
以
上
の
家
屋

が
立
ち
並
び
、
不
特
定
多
数
の

方
が
利
用
し
て
い
る
こ
と

▽　

求
積
図
な
ど
に
よ
っ
て
私
道

部
分
が
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

そ
の
他　

求
積
図
は
、
原
則
と
し

て
資
格
を
有
す
る
方
に
よ
っ
て
測

量
さ
れ
た
も
の
と
し
ま
す
が
、
地

積
が
狭
小
で
測
量
が
容
易
で
あ
る

土
地
は
、
資
格
を
有
し
な
い
方
に

よ
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
も
差
し

支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

申
請
・
問
合
先　

平
成　

年
２
月

２８

１
日
ま
で
に
、
印
鑑
お
よ
び
求
積

図
を
持
参
の
う
え
、
市
所
定
の
申

請
書
（
資
産
税
課
で
配
布
）
に
必

要
事
項
を
明
記
し
、
資
産
税
課
土

地
係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３
階
☎

　

儿　

儿
９
８
２
１
）
へ
。

０４２

３８７

 　

教
育
委
員
会
で
は
、
毎
年
、
教

育
委
員
会
に
お
け
る
活
動
状
況
の

自
己
点
検
・
評
価
を
実
施
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

評
価
に
当
た
っ
て
は
、
有
識
者
か

ら
の
意
見
聴
取
、
報
告
書
作
成
、

議
会
へ
の
提
出
、
公
表
を
行
う
こ

小
金
井
市
教
育
委
員
会
の

権
限
に
属
す
る
事
務
の
管

理
及
び
執
行
の
状
況
の
点

検
及
び
評
価
報
告
書
を
作

成

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
教
育
目
標
お
よ
び

基
本
方
針
の
実
現
に
向
け
、
「
明

日
の
小
金
井
教
育
プ
ラ
ン
」
と

「
生
涯
学
習
推
進
計
画
」
に
基
づ

い
て
推
進
す
る
「
平
成　

年
度
教

２６

育
施
策
」
に
係
る
主
な
事
業
（　
６２

事
業
）
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、

報
告
書
を
作
成
し
ま
し
た
。

閲
覧
場
所　

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
第
二
庁
舎
６
階
）
で
ご

覧
い
た
だ
け
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。

問
合
先　

庶
務
課
庶
務
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
７
２
）

３８７

 
【
図
書
館
東
分
室
】

　

図
書
館
シ
ス
テ
ム
の
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
の
た
め
、
次
の
と
お
り
臨
時

休
館
し
ま
す
。

休
館
日　
　

月　

日
（
祝
）

１０

１２

問
合
先　

図
書
館
本
館
（
☎　

儿
０４２

　

儿
１
１
３
８
）

３８３【
総
合
体
育
館
温
水
プ
ー
ル
】

　

空
調
設
備
等
改
修
工
事
の
た

め
、
次
の
期
間
の
利
用
を
中
止
し

ま
す
。

期　

間　
　

月
２
日
（
月
）
～　

１１

１６

日
（
月
）

※　

工
事
の
進
ち
ょ
く
に
よ
り
期

間
等
に
変
更
が
生
じ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

問
合
先　

総
合
体
育
館
（
☎　

儿
０４２

　

儿
２
１
２
０
）

３８６
 

〈
都
ク
イ
ッ
ク
融
資
を
利
用 

し
て
い
る
商
工
業
者
の 

皆
さ
ん
へ
〉

　

地
元
商
工
業
の
活
性
化
支
援
の

た
め
に
、
商
工
業
者
（
法
人
・
個

人
）
が
東
京
都
制
度
融
資
の
ク
イ

ッ
ク
融
資
（
略
称
「
つ
な
ぎ
」
）

を
利
用
し
て
市
と
契
約
し
た
金
融

機
関
か
ら
借
り
受
け
た
事
業
資
金

の
融
資
に
つ
い
て
、
平
成　

年
４

２７

月
～
９
月
の
支
払
利
子
の
一
部
を

市
施
設
の
臨
時
休
館
・

利
用
中
止

各
種
利
子
補
給
制
度

補
助
し
ま
す
。

〈
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
対
象
に
し 

た
利
子
補
給
制
度
〉

　

市
内
に
主
た
る
事
務
所
を
置
く

特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
）
が
市
と
契
約
し
た
金
融
機

関
か
ら
借
り
受
け
た
、
特
定
非
営

利
活
動
に
係
る
事
業
資
金
の
融
資

に
つ
い
て
、
平
成　

年
４
月
～
９

２７

月
の
支
払
利
子
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

　

制
度
内
容
、
申
込
資
格
、
必
要

書
類
等
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

必
要
書
類
の
準
備
に
時
間
を
要

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
は
お
早
め
に
お
願
い

し
ま
す
。

申
請
受
付
期
間　
　

月
１
日（
木
）

１０

～　

日
（
金
）

３０
問
合
先　

経
済
課
産
業
振
興
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
１
）

０４２

３８７

平平
成成　

年年
２２７７

国
勢
調
査
回
答

国
勢
調
査
回
答
にに

ご
協
力

ご
協
力
をを%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

〈届きましたか新しい保険証〉
　国民健康保険被保険者証の一斉更新
を行い、１０月からの新しい保険証を簡
易書留郵便で郵送しました。
　一般の被保険者証は「うぐいす
色」、退職被保険者証は「藤色」です。
　届かない場合は、郵便局の不在票の
有無を確認し、不在票が入っていた場
合は、郵便局へ再配達の連絡や受け取
り手続きをしてください。
　不在票がない場合や郵便局の保管期
間が過ぎている場合は、至急、ご連絡

ください。
　なお、古い保険証は１０月１日以降使
用できません。

〈こんなときは１４日以内に 
届け出を〉

　住所・世帯等で変更があった場合
は、世帯主の方は１４日以内に届け出を
してください。（下表）
問合先　保険年金課国民健康保険係
（市役所第二庁舎２階☎０４２－３８７－
９８３３）

届け出に必要なもの届け出が必要なとき
他の市区町村の転出証明書他の市区町村から転入してきたとき

国
保
に
加
入
す
る
と
き

職場の健康保険をやめた証明書等職場の健康保険をやめたとき

被扶養者資格喪失証明書職場の健康保険の被扶養者からはず
れたとき

保険証、母子健康手帳子どもが生まれたとき
保護廃止決定通知書生活保護を受けなくなったとき
在留カード等、パスポート（法務大
臣による指定書を含む）外国籍の人が国保に加入するとき

保険証他の市区町村に転出するとき

国
保
を
や
め
る
と
き

国保と職場の健康保険の両方の保険
証（後者が未交付の場合は加入した
ことを証明するもの）

職場の健康保険に入ったとき
職場の健康保険の被扶養者になった
とき

保険証、死亡を証明するもの国保の被保険者が死亡したとき
保険証、保護開始決定通知書生活保護を受けるようになったとき
保険証、在留カード等、パスポート
（法務大臣による指定書を含む）外国籍の人が国保をやめるとき

保険証

市内で住所が変わったとき

そ　

の　

他

世帯主や氏名などが変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったと
き

保険証、在学証明書、市外住所の住
民票修学のため、別に住所を定めるとき

本人確認書類保険証をなくしたとき（あるいは汚
れて使えなくなったとき）

※　保険証の受け渡しを行うときは、本人確認書類（免許証、パスポート等）が
必要となります。
※　届け出の際に、印鑑など上記以外のものが必要となる場合があります。詳
しくは、お問い合わせください。

国 民 健 康 保 険


